
平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

次
条
の
規
定

平
成
二
十
九
年
七
月
一
日

二

第
一
条
第
一
号
（
ボ
タ
ン
電
池
で
あ
る
ア
ル
カ
リ
マ
ン
ガ
ン
電
池
を
除
く
。）、
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号

か
ら
第
八
号
（
二
・
七

ジ
ブ
ロ
モ

四

ヒ
ド
ロ
キ
シ
水
銀
フ
ル
オ
レ
セ
イ
ン
二
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
有
効
成
分
と

す
る
消
毒
剤
（
以
下
「
マ
ー
キ
ュ
ロ
ク
ロ
ム
液
」
と
い
う
。）を
除
く
。）ま
で
の
規
定

平
成
三
十
年
一
月
一
日

三

附
則
第
三
条
の
規
定

平
成
三
十
二
年
七
月
一
日

四

第
一
条
第
一
号
（
ボ
タ
ン
電
池
で
あ
る
ア
ル
カ
リ
マ
ン
ガ
ン
電
池
に
限
る
。）、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号

（
マ
ー
キ
ュ
ロ
ク
ロ
ム
液
に
限
る
。）か
ら
第
十
三
号
ま
で
並
び
に
附
則
第
四
条
の
規
定

平
成
三
十
二
年
十
二
月

三
十
一
日

（
特
定
水
銀
使
用
製
品
の
製
造
の
許
可
等
を
受
け
る
た
め
の
準
備
行
為
）

第
二
条

第
一
条
第
一
号
（
ボ
タ
ン
電
池
で
あ
る
ア
ル
カ
リ
マ
ン
ガ
ン
電
池
を
除
く
。）、
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六

号
か
ら
第
八
号
（
マ
ー
キ
ュ
ロ
ク
ロ
ム
液
を
除
く
。）ま
で
に
掲
げ
る
特
定
水
銀
使
用
製
品
に
係
る
法
第
六
条
第
一
項

の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
法
第
六
条
第
二
項

の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
特
定
水
銀
使
用
製
品
に
係
る
法
附
則
第
三
条
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
第
二
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

第
一
条
第
一
号
（
ボ
タ
ン
電
池
で
あ
る
ア
ル
カ
リ
マ
ン
ガ
ン
電
池
に
限
る
。）、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
八

号
（
マ
ー
キ
ュ
ロ
ク
ロ
ム
液
に
限
る
。）か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
水
銀
使
用
製
品
に
係
る
法
第
六
条
第
一

項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
法
第
六

条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
特
定
水
銀
使
用
製
品
に
係
る
次
条
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
附
則
第
一
条
第
四
号
に

掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
水
銀
使
用
製
品
の
使
用
の
制
限
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

法
第
十
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
一
月
一
日
）
か
ら
附
則
第
一
条
第
四
号
に
定
め
る
日
前
ま

で
の
間
に
製
造
さ
れ
、
又
は
輸
入
さ
れ
た
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
水
銀
使
用
製
品
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
水

銀
使
用
製
品
の
使
用
が
条
約
で
認
め
ら
れ
た
用
途
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
当
該
特
定
水
銀
使
用
製
品
の
製
造
又
は

輸
入
に
係
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
も
の
を
部
品
と
し
て
他
の
製
品
の
製
造
に
用
い
る
場
合
は
、

法
第
十
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
四
条
中
第
十
九
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
五

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
二
号
）

（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
三
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、

第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
二
号
）

（
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
二
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
五

削
除

別
表
第
一
第
二
十
七
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
る
。

（
特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

削
除

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
の
一
の
項
中
「
第
二
十
五
号
、」
及
び
「
、
第
二
十
八
号
ホ
」
を
削
る
。

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
百
四
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
四
十
三
の
二

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
二
号
）

（
鉱
業
法
第
六
条
の
二
の
鉱
物
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

鉱
業
法
第
六
条
の
二
の
鉱
物
を
定
め
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
、
水
銀
鉱
」
を
削
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

山
本

早
苗

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣

馳

浩

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

農
林
水
産
大
臣

森
山

経
済
産
業
大
臣

林

幹
雄

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

環
境
大
臣

大

珠
代

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
三
百
七
十
九
号

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並

び
に
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第
十
三
項
、
第
十
八
条
の
三
十
一
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
三
条
第
二
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政

令
を
制
定
す
る
。

（
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
四
中
「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
二
条
第
十
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
中
「
第
二
条
第
十
一
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
三
及
び
第
三
条
の
四
中
「
第
二
条
第
十
二
項
」
を
「
第
二
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

（
水
銀
排
出
施
設
）

第
三
条
の
五

法
第
二
条
第
十
三
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
条
約
附
属
書
Ｄ
に
掲
げ
る
施
設
又
は
同
附
属
書
Ｄ

に
掲
げ
る
工
程
を
行
う
施
設
の
う
ち
、
条
約
第
八
条
２
⒝
の
基
準
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る

も
の
と
す
る
。

第
四
条
中
「
第
二
条
第
十
四
項
」
を
「
第
二
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
と
す
る
」
を
「
と
し
、
法
第
十
八
条
の
三
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
の

政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
水
銀
排
出
施
設
（
法
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
水
銀
排
出
施
設
を
い
う
。
第
十
二
条

第
十
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
う
ち
法
第
十
八
条
の
二
十
二
の
排
出
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
相
当
の
期
間
を
要
す

る
施
設
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。




